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一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
本
州
の
西
端
に
位
置
し
、
関
門
海
峡
を
介
し
て
、
九
州
を
間
近
に
臨
む
長

門
国
は
、
本
州
と
九
州
、
内
海
と
外
海
と
を
結
ぶ
水
陸
交
通
に
お
け
る
要
衝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
あ
り
、
軍
事
的
に
も
重
視
さ
れ
て
い
た
。
律
令
時
代
の
長
門
国
に
は
、
山

陽
道
が
通
り
、
駅
家
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
外
に
も
、
関
や
城
と
そ
れ
を

守
託
す
る
軍
団
、
外
国
使
節
の
接
待
施
設
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、

後
述
す
る
史
料
類
よ
り
知
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
施
設
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
近
世
末
以
来
、
多
く
の
研
究
者

に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
、
現
在
の
下
関
帯
の
長
府
に
あ
っ
た
長
門
国
府
周
辺
に

　
　
　
　
　
　
②

比
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
所
在
地
を
特
定
で
き
る
よ

う
な
史
料
や
遺
物
・
遺
構
類
に
乏
し
く
、
ま
た
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
の

違
い
も
あ
る
た
め
、
数
々
の
比
定
案
が
あ
る
も
の
の
、
全
体
的
な
比
定
案
と

し
て
説
得
力
を
も
つ
も
の
は
い
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。

　
こ
れ
は
、
従
来
の
研
究
の
多
く
が
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
い
ず
れ
か
に
つ
い

て
の
考
察
で
あ
っ
た
こ
と
、
全
て
の
所
在
地
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
も
、
他
の
施
設
と
の
機
能
的
関
連
性
が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
、
個
々

の
施
設
の
性
格
に
つ
い
て
の
検
討
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
原
因
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
律
令
時
代
に
お
け
る
長
門
国
府
周
辺
の
全
体
像

を
開
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
個
々
の
施
設
の
性
格
お
よ
び
他
の
施
設

と
の
機
能
的
関
連
性
を
意
識
し
て
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
現
地
比
定
を
試
み
て

み
た
い
。
な
お
、
行
論
の
順
序
と
し
て
は
、
そ
の
実
態
に
関
す
る
こ
れ
ま
で

の
見
解
が
最
も
曖
昧
な
長
門
関
に
つ
い
て
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。

　
①
　
『
目
本
書
紀
』
天
皇
五
（
六
七
六
）
年
春
正
月
甲
子
条
に
は
「
詔
日
。
凡
二
任
国

　
司
一
者
。
除
二
畿
内
及
陸
奥
。
長
門
黒
鴨
以
外
皆
任
二
大
山
位
以
下
ご
と
あ
り
、
長

　
　
生
国
は
、
国
司
の
任
用
に
際
し
て
畿
内
や
辺
境
の
陸
奥
と
同
様
に
、
特
別
な
扱
い

　
　
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
②
　
こ
れ
ら
の
施
設
に
関
す
る
明
治
以
前
の
考
証
に
つ
い
て
は
、
重
山
禎
介
『
下
関

　
　
二
千
年
史
』
（
一
九
一
五
年
）
に
詳
し
い
。
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二
　
畏
門
真
に
つ
い
て
の
検
討

　
（
一
）
　
長
門
関
の
性
格

　
　
　
①

　
長
門
関
に
つ
い
て
は
、
長
門
国
府
周
辺
の
施
設
の
中
で
は
史
料
的
に
比
較

的
恵
ま
れ
て
い
る
。
以
下
、
文
献
史
料
を
も
と
に
、
長
門
関
が
ど
の
よ
う
な

関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
機
能
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
き
た
い
。

　
回
廊
律
私
度
関
越
お
よ
び
不
応
度
関
条
に
は
、
「
凡
私
度
撰
者
。
徒
　
年
。

謂
。
三
関
者
。
摂
津
長
門
減
二
一
等
閃
余
関
又
減
一
二
等
鴨
…
…
」
「
凡
不
レ
応
レ
度

レ
関
而
給
工
過
所
囎
取
而
度
者
亦
同
。
若
冒
名
請
二
過
所
一
而
度
者
。
各
徒
一
年
。

摂
津
長
門
減
一
二
等
噸
余
関
又
減
三
一
等
喝
…
…
」
と
あ
り
、
正
規
の
手
続
き
に

よ
ら
ず
に
関
を
越
え
た
場
合
、
長
門
関
は
摂
津
関
と
と
も
に
、
鈴
鹿
・
不
破
・

愛
発
の
三
関
に
次
い
で
重
い
罰
則
を
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
つ

ま
り
、
長
門
関
は
律
令
時
代
、
三
関
に
次
い
で
重
視
さ
れ
て
い
た
関
で
あ
っ

た
。　

こ
の
関
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
関
の
通
過
に
必
要
な
過
所
の
申
請
乎
続
き

に
つ
い
て
規
定
し
た
関
市
令
欲
度
関
条
に
「
若
船
筏
経
レ
関
過
者
。
亦
請
一
　
過

所
ご
と
あ
っ
て
、
こ
の
中
の
「
関
」
に
つ
い
て
『
令
義
解
』
が
「
謂
。
長

門
及
摂
津
。
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
門
関
は
摂
津
関
と
共
に
、
瀬
戸

内
海
を
航
行
す
る
船
を
そ
の
両
端
で
勘
検
す
る
海
関
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。　

し
か
し
、
長
門
関
は
海
関
と
し
て
の
み
機
能
し
た
い
た
の
で
は
な
い
。

日
本
後
紀
』
承
和
八
年
（
八
四
一
）
八
月
二
一
日
条
に
は

『
続

　
勅
日
。
聞
。
下
二
大
宰
府
一
駅
伝
官
符
。
井
彼
府
言
上
解
文
。
路
次
諸
国
。

長
門
関
司
等
。
毎
各
甘
言
。
縦
心
裏
機
急
。
境
外
消
息
。
不
レ
可
三
必
令
朋
一
万

昆
感
知
喝
而
解
文
委
曲
未
レ
来
二
京
華
噸
下
レ
符
辞
状
無
レ
達
二
宰
府
閃
載
記
之

旨
誼
コ
誰
昆
問
一
途
説
之
輩
満
コ
盗
内
外
鴨
躍
緊
密
池
上
見
所
レ
致
之
漸
也
。

嘗
｛
下
出
ロ
ニ
山
陽
署
廻
諸
国
司
ご
蕾
爺
昊
う
令
レ
然
。
　
竪
子
畿
六
道
内
。
指
一
ニ
ケ
國
【
一
所

レ
下
之
符
。
同
道
レ
令
レ
開
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
京
i
大
宰
府
間
で
や
り
取
り
さ
れ
る
文
書
を
、
途
中
の

由
陽
道
諸
国
司
、
並
び
に
長
門
関
司
ら
が
勝
手
に
閲
覧
す
る
こ
と
を
禁
じ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
下
大
宰
府
駅
伝
官
符
」
と
あ
る
よ
う
に
、
官
符

は
陸
路
で
大
宰
府
ま
で
運
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
長
門
関
は

海
関
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
陸
上
交
通
に
お
け
る
関
で
も
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
霜
の
史
料
に
は
「
長
門
湯
潅
」
と
い
う
関
を
管
理
す
る
役
職

名
が
見
ら
れ
る
が
、
『
日
本
後
紀
』
大
購
元
年
（
八
〇
六
）
七
月
四
日
条
は
長

門
関
司
に
つ
い
て
興
味
深
い
内
容
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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勅
。
関
津
之
制
。
為
レ
察
二
衆
違
噸
＋
解
有
二
阿
容
一
℃
何
設
二
朝
憲
閃
写
実
。
長

門
国
司
。
勘
過
失
レ
理
。
衆
庶
轍
撤
。
自
今
以
後
。
不
レ
得
三
最
下
『
若
有
二
違

犯
一
。
特
魔
二
重
科
噸

　
こ
れ
は
長
門
関
に
お
け
る
勘
過
業
務
の
徹
底
化
を
命
じ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
長
門
国
司
。
勘
過
失
レ
理
。
」
と
、
勘

過
の
主
体
が
長
門
国
司
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
心
遣
質
置
関
条
に
は

「
其
三
関
老
。
設
二
鼓
吹
軍
器
噸
国
司
分
当
守
固
。
」
と
あ
り
、
三
関
の
場
合
、

蓮
府
か
ら
国
司
が
分
番
で
出
向
い
て
関
守
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
が
、
九
世

紀
初
頭
に
は
長
門
関
で
も
、
国
司
が
関
司
の
任
を
勤
め
て
い
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。

　
長
門
関
の
海
上
交
通
に
お
け
る
取
締
り
の
対
象
は
日
本
国
内
の
船
舶
だ
け

で
な
く
、
外
国
船
に
も
及
ん
で
い
た
。
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
（
八

六
六
）
四
月
｝
七
日
条
に
は

　
謎
ゴ
責
豊
前
。
長
門
等
国
司
一
日
置
関
司
出
入
。
理
用
二
過
所
鴨
而
今
唐
入

試
京
。
任
レ
意
経
過
。
是
国
詰
不
レ
慎
二
山
里
鴨
関
司
不
レ
責
二
過
所
一
之
所
レ
致

也
。
自
今
以
後
。
若
有
瓢
警
急
『
等
量
二
厳
科
鴇

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
唐
人
が
ほ
し
い
ま
ま
に
豊
繭
・
長
門
の
関
を
通
過
し
て

入
京
し
て
く
る
事
態
を
受
け
て
、
豊
前
・
長
門
が
勘
過
業
務
を
お
ろ
そ
か
に

し
て
い
る
こ
と
を
謎
潤
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い

る
豊
前
国
側
の
関
と
は
関
門
海
峡
を
は
さ
ん
で
長
門
関
に
対
峙
す
る
門
司
関

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
律
令
時
代
、
と
り
わ
け
九
世
紀
半
ば
頃
よ
り
頻
繁
に
来

航
す
る
よ
う
に
な
っ
た
唐
人
や
新
羅
人
は
、
私
的
な
貿
易
の
み
を
目
的
と
し

て
来
日
し
た
商
人
で
あ
り
「
商
客
」
と
呼
ば
れ
、
大
宰
府
で
そ
の
監
督
下
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

交
易
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
記
事
中
に
見
ら
れ
る
「
唐
人
」
も
「
商
客
」

で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
の
史
料
は
、
豊
前
・
長
門
の
関
に
は
大
宰

府
で
の
交
易
を
原
則
と
す
る
商
客
が
瀬
戸
内
海
沿
岸
や
京
内
で
勝
手
に
交
易

を
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
関
門
海
峡
の
両
端
で
外
国
商
船
の
航
行
を
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

り
締
ま
る
と
い
う
職
務
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
な
お
、
律
令
時
代
、
国
書
を
携
行
し
て
来
朝
し
た
国
家
的
な
使
節
は
「
蕃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

客
」
と
呼
ば
れ
、
大
宰
府
経
由
で
入
京
し
て
交
易
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
蕃

客
が
入
京
へ
の
途
路
で
初
め
て
関
を
通
過
し
よ
う
と
す
る
際
の
手
続
き
に
つ

い
て
は
、
関
市
令
蕃
客
初
入
関
日
条
に
「
凡
蕃
客
初
入
レ
関
日
。
所
レ
有
一
物

以
上
。
関
司
共
二
憲
客
官
人
鴨
具
録
申
二
所
司
一
入
一
二
関
岬
以
後
。
墓
誌
レ
須

レ
検
。
若
無
レ
関
処
。
初
経
二
国
司
噸
亦
准
レ
此
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
蕃
客

は
初
め
て
関
を
通
過
す
る
際
、
そ
の
携
行
物
は
関
司
に
よ
っ
て
詳
細
に
調
べ

ら
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
新
羅
か
ら
の
蕃
客
が
初
め
て
通
過
す
る
関
と

し
て
は
長
門
関
が
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
長
門
関
は
対
外
的
に
は
言
わ
ば
日
本
の
玄
関
口
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
そ
れ
故
に
長
門
関
は
軍
事
的
重
要
性
も
高
か
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
軍
防
令
置
関
条
に
「
凡
置
レ
関
応
二
守
固
一
発
。
並
置

配
二
兵
士
叩
備
蓄
上
下
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
長
門
関
に
は
軍
団
か
ら
派
遣
さ

れ
た
兵
士
が
分
番
で
詰
め
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
長
門
国
の
軍
団
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

延
暦
一
一
年
目
七
九
二
）
に
廃
止
さ
れ
、
代
わ
っ
て
五
十
人
の
健
児
が
設
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ら
れ
、
兵
庫
・
鈴
蔵
お
よ
び
國
府
等
の
守
護
に
当
た
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

わ
ず
か
十
年
後
の
延
麿
二
一
年
（
八
〇
二
）
に
は
、
再
び
長
門
国
の
軍
事
上
・

圏
防
上
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
非
常
の
事
態
に
備
え
て
兵
士
五
百
人
が
復

　
　
　
⑦

置
さ
れ
た
。
そ
し
て
貞
観
＝
年
（
八
六
九
）
九
月
二
七
日
太
政
官
符
に
は

　
　
応
囚
分
副
番
配
ヨ
置
長
門
国
軍
毅
正
心
一
事

　
　
豊
浦
団
軍
毅
二
人
一
人
権
任
［
目
目
　
兵
士
□
百
人

　
　
下
関
権
軍
毅
一
人
　
　
主
帳
一
人
兵
士
百
人

　
右
得
彼
国
解
称
。
□
人
不
レ
論
二
陸
海
鴨
共
経
二
此
関
一
。
讐
猶
二
輻
之
湊

毅
。
語
之
従
7
咽
。
而
不
レ
置
墨
関
戌
一
η
無
レ
呵
二
出
入
口
勘
過
陳
略
玉
里
。
時

有
レ
及
二
馬
差
志
望
請
。
依
レ
件
分
配
。
以
備
二
警
固
閃
謹
請
二
官
裁
一
者
。
中
納

言
響
町
近
衛
大
将
従
三
位
行
陸
奥
出
羽
接
察
使
藤
原
朝
臣
基
経
宣
。
依
レ
請
。

と
あ
り
、
下
関
、
す
な
わ
ち
長
門
関
に
兵
士
百
人
を
配
置
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
た
。
こ
の
官
符
は
、
以
前
に
度
々
、
新
羅
の
賊
船
に
備
え
て
要
害
を
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ら
せ
る
と
い
っ
た
事
態
が
起
こ
り
、
関
門
海
峡
を
通
行
す
る
船
や
人
に
対
す

る
勘
弁
、
賊
船
の
来
襲
に
対
す
る
防
備
と
い
っ
た
長
門
関
の
職
務
に
実
効
性

を
上
げ
る
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
長
門
関
の
対
外

軍
事
的
性
格
は
一
層
強
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
長
門
関
が
陸
海
双
方
の
関
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
官
符
中
に
「
人

出
レ
論
二
陸
海
つ
共
経
二
此
関
叩
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
長
門
関
は
山

陽
道
の
基
点
で
あ
り
、
西
海
道
杜
埼
駅
へ
の
渡
航
点
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
長
門
関
は
、
①
瀬
戸
内
海
を
航
行
す
る
船
舶
に
対
す
る

二
型
を
行
う
海
関
②
山
陽
道
か
ら
西
海
道
へ
の
渡
航
地
に
置
か
れ
た
至
要
③

蕃
客
や
関
門
海
峡
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
外
国
船
に
対
す
る
検
問
所
④
非
常

の
事
態
に
備
え
る
軍
事
拠
点
、
と
い
う
四
つ
の
性
格
を
持
つ
関
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

　
（
二
）
　
長
門
関
の
位
置

　
前
述
の
よ
う
に
、
長
門
関
は
関
門
海
峡
を
航
行
す
る
船
舶
に
対
す
る
勘
過

を
行
う
海
関
で
あ
る
と
同
苗
に
、
山
陽
道
・
西
海
道
を
往
来
す
る
人
々
に
対

し
て
も
勘
過
を
行
う
陸
関
で
も
あ
り
、
ゆ
え
に
山
陽
道
か
ら
西
海
道
へ
と
連

絡
す
る
渡
航
点
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
長
門
関
の
所

在
地
と
し
て
は
、
関
門
海
峡
を
航
行
す
る
船
舶
を
繋
留
し
て
お
け
る
よ
う
な
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港
湾
を
有
し
、
な
お
か
つ
潮
流
の
速
い
関
門
海
峡
を
、
で
き
る
だ
け
短
い
距

離
で
対
岸
の
門
司
ま
で
連
絡
し
う
る
場
所
が
考
え
ら
れ
る
。

　
従
来
説
の
ほ
と
ん
ど
は
、
長
門
関
が
赤
間
関
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
自

画
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
い
る
。
確
か
に
赤
間
関
は
右
に
述
べ
た
長
門
関

の
立
地
条
件
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
を
満
た
す
最
適
の
場
所
で
あ
る
。
か
つ
て

赤
間
関
の
亀
山
八
幡
宮
（
第
1
図
1
）
西
方
は
湾
入
し
て
お
り
、
近
世
に
は

西
廻
り
航
路
を
と
る
北
前
・
船
が
潮
待
ち
や
風
待
ち
を
す
る
繋
船
場
と
な
っ
て

い
た
。
ま
た
赤
間
関
は
、
関
門
海
峡
の
中
で
も
潮
流
の
と
り
わ
け
速
く
、
船

舶
の
航
行
に
と
っ
て
最
大
の
難
所
で
あ
る
早
靹
瀬
戸
を
避
け
て
門
司
ま
で
最

短
で
連
絡
で
き
る
位
麗
に
あ
り
、
中
・
近
世
に
お
い
て
は
門
司
へ
の
渡
航
地

で
あ
っ
た
こ
と
も
長
門
関
を
赤
間
関
に
求
め
る
根
拠
と
な
ろ
う
。

　
さ
ら
に
長
門
関
は
、
門
司
関
と
共
に
、
関
門
海
峡
の
両
岸
で
外
国
船
の
航

行
を
監
視
・
警
戒
す
る
日
本
の
西
海
防
衛
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
が
、
赤
間
関

と
門
司
に
鎮
座
す
る
亀
山
八
幡
宮
と
甲
宗
八
幡
神
社
（
第
1
図
2
、
付
近
に

3
伝
・
門
司
墨
跡
）
は
、
共
に
「
比
況
西
門
鎮
守
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も

傍
証
の
一
つ
と
な
ろ
う
。

①
文
献
史
料
で
は
「
長
門
関
」
と
い
う
固
有
名
詞
が
屠
い
ら
れ
て
い
る
例
は
な
く
、

　
そ
れ
に
近
い
表
現
と
し
て
は
「
長
門
国
関
」
の
例
（
承
和
二
年
一
二
月
三
貝
太
政

　
官
符
）
が
あ
る
が
、
小
稿
で
は
償
例
に
し
た
が
っ
て
便
宜
上
、
長
門
国
に
置
か
れ

　
て
い
た
関
を
「
長
門
闘
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

②
　
小
山
靖
憲
「
古
代
末
期
の
東
国
と
西
国
」
『
岩
波
講
座
後
陣
歴
史
4
』
岩
波
需

　
店
、
一
九
七
六
年
。

③
長
門
関
と
門
司
関
が
関
門
海
峡
の
両
岸
で
、
相
互
補
完
的
に
機
能
し
て
い
た
こ

　
と
が
う
か
が
え
る
史
料
と
し
て
は
、
他
に
『
日
本
三
代
実
録
繍
貞
観
一
二
年
（
八

　
七
〇
）
二
月
二
三
日
条
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
機
急
の
時
に
最
も
有
用
な
馬
が
こ

　
の
数
年
で
千
匹
余
り
も
関
を
越
え
、
大
宰
府
管
内
諸
国
外
へ
連
れ
去
ら
れ
て
い
る

　
購
態
を
憂
慮
し
、
大
宰
大
弐
藤
原
冬
緒
が
、
豊
前
長
門
薔
国
に
命
じ
て
今
後
四
ケ

　
年
は
馬
の
移
出
を
禁
丘
す
る
よ
う
、
中
央
に
対
し
て
要
請
し
て
い
る
。

③
　
小
山
、
前
掲
②
。

⑤
『
類
聚
三
代
格
』
所
収
延
暦
二
｝
年
一
二
月
太
政
官
符
所
引
。

⑥
　
『
類
聚
三
代
格
』
所
収
延
暦
二
年
六
月
一
四
日
太
政
官
符
。

⑦
前
掲
⑤
太
政
官
符
。

⑧
　
『
日
本
後
角
』
弘
仁
三
年
正
月
五
日
条
。
『
上
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
一
一
月

　
一
七
日
条
。

三
　
三
門
駅
お
よ
び
臨
海
館
と
由
陽
道
に
つ
い
て
の
検
討

　
（
一
）
　
勢
門
駅
の
位
置
と
幽
陽
道
ル
ー
ト

　
『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
長
門
国
内
に
は
一
五
の
駅
家
が
置
か
れ
て
お
り
、

こ
の
う
ち
大
路
に
当
た
る
山
陽
道
の
駅
家
と
し
て
は
、
阿
潭
・
厚
狭
・
埴
生
・

宅
賀
・
臨
門
の
五
駅
が
あ
っ
た
。
こ
の
山
陽
道
の
駅
家
に
つ
い
て
『
日
本
後

図
』
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
五
月
　
四
日
条
に
は

　
勅
。
備
後
。
安
芸
。
周
防
。
長
門
等
国
駅
館
。
本
節
二
蕃
客
鴨
瓦
葺
粉
壁
。

頃
年
百
姓
疲
弊
。
修
造
難
レ
堪
。
或
蕃
客
入
朝
者
。
便
従
二
身
肇
其
破
損
者
。
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農
閑
修
理
。
但
長
門
国
争
者
。
近
臨
二
海
辺
噂
為
レ
人
所
レ
見
。

勿
ワ
減
頭
書
制
噸
其
薪
造
老
。
待
二
定
様
一
造
レ
之
。

宜
二
特
加
レ
労
。

と
あ
り
、
山
陽
道
の
駅
家
は
蕃
客
の
来
朝
に
備
え
て
、
瓦
葺
粉
壁
の
立
派
な

造
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
山
陽
道
の
終
点
に
当
た
る
戸
畑
駅
の
位
置
に
つ
い
て
は
諸
説
論
じ
ら
れ
て

き
て
お
り
、
長
府
松
崎
・
赤
間
関
・
前
田
に
比
定
す
る
説
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
長
府
松
崎
説
は
近
世
末
に
中
村
徳
美
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
。
彼
は
臨
門

駅
を
『
和
妙
々
抄
』
巻
十
、
潔
癖
部
に
み
え
る
臨
海
楼
と
問
一
の
施
設
と
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
し
、
さ
ら
に
平
安
末
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
本
朝
無
題
詩
』
の
中
の
藤
原
通

憲
と
釈
蓮
禅
の
詩
に
み
ら
れ
る
臨
海
館
も
臨
海
楼
と
同
一
の
施
設
と
み
な
し

た
。
そ
し
て
釈
蓮
禅
の
詩
の
題
に
「
於
二
長
門
国
壇
一
逗
留
重
賦
二
六
韻
一
」
と

あ
る
の
を
も
っ
て
長
府
松
崎
に
臨
海
館
を
推
定
し
、
同
じ
く
釈
蓮
禅
の
詩
に

「
渡
口
述
レ
舟
秋
浪
咽
、
山
腰
訪
レ
毒
暮
雲
屯
」
と
あ
る
渡
口
を
豊
浦
、
寺
を

日
貸
時
と
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
近
藤
清
石
は
中
村
徳
美
と
同
様
に
臨
門
駅
を
臨
海
館
と
同

一
の
施
設
と
見
つ
つ
も
、
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
夏
野
駅
が
西
海
道
へ
連

絡
す
る
海
陸
を
兼
ね
た
駅
で
あ
っ
た
こ
と
と
赤
間
関
が
往
蒋
か
ら
九
州
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

渡
航
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
赤
間
関
に
推
定
し
た
。
ま
た
、
御
薗
生
翁
甫
は
、

長
門
関
が
置
か
れ
た
赤
間
関
は
山
陽
道
の
終
年
と
一
致
す
べ
き
と
い
う
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

か
ら
、
臨
門
駅
を
赤
間
関
に
推
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
御
薗
生
は
、
長
府
－

赤
問
関
間
の
山
陽
道
ル
ー
ト
に
つ
い
て
、
長
府
功
山
寺
門
前
か
ら
霊
鷲
山
麓

を
経
て
火
の
由
南
麓
の
海
岸
に
出
る
、
ほ
ぼ
近
世
の
山
陽
道
に
沿
っ
た
ル
ー

ト
を
想
定
し
た
。

　
一
方
、
阿
月
雅
博
や
高
橋
美
久
二
は
、
前
田
茶
臼
山
西
南
麓
（
第
1
図
4
）

か
ら
出
土
し
た
と
い
う
国
府
系
瓦
を
前
掲
の
『
日
本
記
紀
』
大
同
元
年
（
八

〇
六
）
五
月
一
四
日
条
に
み
え
る
長
門
圏
駅
館
の
も
の
と
考
え
、
こ
こ
を
臨

　
　
　
　
　
　
　
⑤

門
駅
肚
と
推
定
し
た
。
ま
た
、
千
田
稔
は
前
田
川
沿
い
に
あ
る
小
字
「
上
郡
」

（
第
1
図
5
）
に
着
養
し
、
こ
れ
を
豊
浦
郡
家
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
、

こ
の
郡
家
の
周
辺
か
郡
家
そ
の
も
の
に
臨
賞
遇
と
臨
海
館
を
求
め
ら
れ
は
し

　
　
　
　
　
⑥

な
い
か
と
し
た
。
水
田
義
一
も
ま
た
、
樋
門
駅
の
西
海
道
へ
の
渡
航
地
と
し

て
の
交
通
的
機
能
を
重
視
し
、
西
海
道
と
長
門
国
府
を
最
短
距
離
で
結
ぶ
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

田
に
臨
門
館
を
比
定
し
て
い
る
。

　
以
上
が
臨
門
駅
と
山
陽
道
ル
ー
ト
に
関
す
る
近
世
末
以
来
の
研
究
の
流
れ

で
あ
り
、
今
日
で
は
前
田
説
が
ほ
ぼ
定
説
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
し
か

し
、
前
田
に
臨
門
駅
を
想
定
し
た
場
合
、
確
か
に
長
門
国
府
と
門
司
に
想
定

さ
れ
る
杜
撰
駅
は
最
短
距
離
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
前
田
に
は
船
の

繋
留
に
適
し
た
入
り
江
や
広
い
河
口
は
な
い
上
に
、
付
近
の
潮
流
は
最
高
流

速
五
～
六
ノ
ッ
ト
に
も
達
す
る
航
行
の
難
所
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
禅
門
駅

が
置
か
れ
、
杜
埼
駅
に
連
絡
す
る
船
が
出
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
ま
た
、
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第2図忌宮神歓境内絵図説明図
　（小川儒の原図を一一・Nag改変）

前
述
の
よ
う
に
長
門
関
は
山
陽
道
の
終
点
に
置
か

れ
た
陸
関
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
西
海
道
に
連
絡
し

た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
臨
門
駅
の
所
在
地
は
長

門
関
と
の
関
連
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
既
に
御
薗
生
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

臨
門
柱
に
つ
い
て
は
長
門
関
と
の
近
接
性
が
予
想

さ
れ
、
長
門
関
と
同
様
、
赤
間
関
に
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い
。

　
長
門
国
府
か
ら
赤
間
関
に
比
定
し
た
耳
門
駅
ま

で
の
山
陽
道
ル
ー
ト
と
し
て
は
、
前
田
を
経
由
し

て
火
の
山
の
南
麓
を
行
く
ル
ー
ト
と
、
内
陸
の
長

門
国
一
宮
住
吉
神
社
前
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
が
考

え
ら
れ
る
。
下
関
市
小
月
町
に
比
定
さ
れ
て
い
る

塩
引
駅
と
の
駅
問
距
離
は
、
前
田
経
由
ル
…
ト
で

「
五
～
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
二
士
口
神
社
侮
佐
中
…
ル
…

ト
で
｝
七
～
入
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
長
門
国

内
の
他
の
駅
間
距
離
が
七
～
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ど
ち
ら
も
駅
間
距
離
が

長
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
長
門
国
に
至
る
ま

で
の
山
陽
道
に
お
け
る
駅
間
距
離
は
一
五
～
八
キ
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⑨

ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
か
ら
、
例
外
的
に
長
い
距
離
で
も
な
い
。

　
近
世
の
山
陽
道
は
前
田
を
経
由
し
、
火
の
山
南
麓
の
標
高

四
〇
～
五
〇
メ
…
ト
ル
付
近
を
通
っ
て
赤
間
関
に
至
っ
て
い

た
（
第
1
図
）
。
南
北
朝
時
代
に
九
州
探
題
と
し
て
大
宰
府

に
赴
い
た
今
川
了
俊
（
一
三
二
五
～
一
四
二
〇
）
の
紀
行
文

　
　
　
　
　
⑩

『
道
ゆ
き
ぶ
り
』
に
よ
る
と
、
こ
の
時
了
俊
が
取
っ
た
ル
ー

ト
も
前
田
を
経
由
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
し
、
火
の
山
南
麓
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
「
…
…
ひ
の

山
と
か
や
い
ふ
ふ
も
と
の
荒
い
そ
を
つ
た
ひ
て
、
は
や
と
も

の
浦
に
行
く
ほ
ど
に
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の

山
陽
道
は
近
世
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
海
岸
沿
い
に
通
じ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
、
し
か
も
相
当
の
難
路
で
あ
っ
た
と
推
察

さ
れ
る
。
古
代
駅
路
で
は
低
湿
地
・
渓
谷
部
・
谷
の
狭
険
部
・

海
崖
下
を
避
け
て
、
低
い
鞍
部
の
峠
越
や
適
当
な
回
り
道
が

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

選
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
、
了
俊
が
通
っ
た
豊
浦
一
赤
間
関
間

の
道
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
以
て
古
代
山
陽
道
に
ま
で
遡
及

す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
鎌
倉
後
期
か
ら
建
武
初
年
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

⑫る
翼
三
国
二
宮
隔
心
神
社
境
内
絵
図
」
（
第
2
図
）
に
は
、

忌
宮
神
社
の
南
前
面
を
守
護
館
の
描
か
れ
て
い
る
山
の
斜
面
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を
目
指
し
て
東
西
に
走
る
道
（
A
I
B
）
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
道
は
逢
坂
を
経
て
長
門
圏
　
宮
住
吉
神
社
に
至
る
道
（
第
3
図
A
i
B
）

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
主
要
道
が
逢
坂
か
ら
長
門
国
一
宮
に
向
か
う
道

と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
時
代
は
や
や
下
る
が
例
え
ば
、
宗
砥
（
一
四
二
一
…
　
五
〇
二
）

が
文
明
一
二
年
（
一
四
八
○
）
に
山
口
か
ら
九
州
ま
で
旅
行
し
た
時
の
紀
行

　
　
　
　
　
⑬

文
『
筑
紫
道
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
時
宗
紙
が
取
っ
た
豊
浦
か
ら
先
の
ル
ー

ト
は
、
長
門
国
一
宮
経
由
で
赤
間
関
に
至
る
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
な
お
、
宗
砥
の
九
州
か
ら
の
帰
路
は
、
赤
間
関
か
ら
舟
に
乗
っ
て
早

靹
瀬
戸
を
の
ぼ
り
豊
浦
に
出
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
古
代
山

陽
道
ル
ー
ト
も
火
の
山
南
麓
の
難
所
を
避
け
、
豊
浦
か
ら
長
門
国
一
宮
を
経

由
す
る
ル
ー
ト
を
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
住
吉
神
社
…
赤
間
関
間
の
古
代
山

陽
道
は
近
世
の
住
吉
道
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
古
代
道
路

は
平
地
部
に
お
い
て
直
線
的
な
形
態
を
取
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
第
1

図
の
A
－
B
区
間
は
直
線
的
ル
ー
ト
を
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
（
二
）
臨
海
館
に
つ
い
て

　
平
安
末
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
本
朝
無
題
詩
』
に
あ
る
藤
原
通
憲
の
「
遊
二
長

州
臨
海
館
一
」
、
釈
蓮
禅
の
「
於
・
一
長
門
壇
二
逗
留
重
器
二
六
韻
こ
と
い
う
詩
碑

編
に
は
臨
海
館
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
釈
蓮
禅
の
詩
に
は
「
臨

海
館
長
門
館
名
也
」
と
あ
り
、
臨
海
館
は
長
門
館
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
長
門
館
の
前
身
は
、
『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
ニ

宿
年
（
五
六
　
）
条
に
見
ら
れ
る
穴
門
館
で
あ
り
、
大
宰
府
鴻
臆
館
の
前
身

で
あ
る
筑
紫
館
と
同
様
、
外
国
人
施
設
の
た
め
の
接
待
施
設
で
あ
っ
た
と
考

　
　
　
　
　
⑭

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
和
名
類
聚
抄
』
巻
十
、
居
処
部
に
は
楼
の
代
表

的
な
も
の
と
し
て
、
内
裂
の
大
極
殿
の
前
面
に
建
つ
蒼
竜
・
白
虎
の
双
楼
な

ど
と
共
に
、
長
門
国
の
臨
海
楼
が
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
臨
海
館
は
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

直
な
楼
閣
建
築
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
臨
海
館
に
つ
い
て
は
近
世
末
中
村
徳
美
の
『
長
門
国
志
』
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

来
、
臨
門
駅
と
同
所
あ
る
い
は
同
一
の
施
設
と
み
る
向
き
が
多
く
、
中
村
徳

美
は
、
臨
海
館
と
答
礼
駅
と
は
「
臨
」
の
下
の
文
字
が
異
な
る
の
み
で
あ
り
、

恐
ら
く
は
「
臨
海
門
」
の
三
文
宇
が
そ
れ
ぞ
れ
二
文
字
に
省
略
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
越
前
国
松
原
客
館
の
よ
う
に
客
寄
が
駅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
、

家
と
同
じ
場
所
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
例
も
あ
る
が
、
大
宰
府
の
鴻
櫨
館

は
駅
家
と
は
別
の
場
所
に
あ
る
こ
と
や
、
『
菅
家
鷺
草
』
に
み
え
る
讃
岐
國

の
松
山
館
も
駅
路
と
は
離
れ
た
場
所
に
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
勘
案

す
る
な
ら
ば
、
名
義
上
の
類
似
性
だ
け
か
ら
臨
海
館
を
臨
門
駅
と
同
一
視
す

る
こ
と
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
臨
海
館
の
位
置
を
臨
門

駅
の
位
置
と
は
切
り
離
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
臨
海
館
の
位
置
を
比
定
す
る
際
、
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
前
掲
の
営
繕
禅
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の
詩
で
あ
る
。
詩
の
題
に
「
於
二
長
門
壇
一
二
留
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ

の
詩
は
長
門
国
の
「
壇
」
と
よ
ば
れ
る
地
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
本
朝

無
題
詩
』
に
紋
め
ら
れ
た
釈
蓮
禅
の
も
う
一
編
の
詩
「
著
備
長
門
壇
一
随
喜
」

に
は
「
遠
岸
有
二
一
社
ハ
広
州
称
二
宮
、
於
二
船
中
一
軍
遙
拝
、
指
工
社
頭
一
而

奉
レ
使
、
是
不
日
祈
二
順
気
圏
」
と
、
長
門
国
二
宮
忌
宮
神
社
を
船
の
中
か
ら

遙
拝
し
た
こ
と
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
長
門
国
の
「
壇
」
と
い
う
地
は
、

忌
宮
神
社
付
近
を
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
長
府
周
辺
の
地
名
を
見
て
み
る
と
、
長
府
市
街
の
南
方
を
「
壇
三
川
」
が

流
れ
、
長
門
国
総
社
周
辺
が
通
称
「
壇
の
上
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
注

欝
さ
れ
る
（
第
3
図
2
）
。
ま
た
、
「
壇
の
浦
」
は
別
名
「
五
百
壇
」
と
も
呼

ば
れ
て
い
る
が
、
「
長
門
国
二
宮
忌
宮
神
社
境
内
絵
麟
」
（
第
2
図
）
に
は
、

神
社
の
南
方
、
壇
具
川
に
架
か
る
橋
の
南
詰
に
建
つ
鳥
居
の
と
こ
ろ
に
「
五

百
壇
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
本
来
的
に
は
こ
の
付
近
の
地
名
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
釈
三
士
が
逗
留
し
た
長
門
壇
と
は
、
迷
宮
神
社
の
南

方
、
壇
三
川
付
近
と
推
察
さ
れ
る
。
釈
蓮
禅
の
詩
に
は
「
落
目
停
レ
樟
暫
容

与
臨
海
館
長
門
館
名
也
辺
望
紗
焉
」
と
あ
る
が
、
釈
蓮
禅
は
こ
の
地
の
沿
岸

部
で
臨
海
館
を
眺
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
臨
海
館
の
具
体
的
な
位
置
に
つ
い
て
は
、
長
府
宮
崎
町
の
豊
浦
高
校
（
第

3
図
1
）
で
、
校
舎
改
築
基
礎
工
事
の
際
、
地
下
ニ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
が

ら
土
師
器
、
須
恵
器
、
瓦
な
ど
と
共
に
緑
糖
陶
片
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
⑲

が
注
目
さ
れ
る
。
妻
権
陶
や
灰
紬
陶
な
ど
の
要
求
陶
器
は
、
奈
良
・
平
安
聴

代
に
は
「
甕
器
」
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
長
門
の
祭
器
は
正
税
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

都
に
上
納
さ
れ
、
貴
重
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
周
防
国
衙
や
周
防
鋳

銭
司
で
も
長
門
産
と
考
え
ら
れ
る
緑
紬
陶
が
出
土
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

官
衙
で
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。
豊
浦
高
校
で
出
土
し
た
緑
男
片
も
長
門
産
と

　
　
　
　
　
　
⑳

考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
な
ん
ら
か
の
重
要
な
施
設
が
あ
っ
た
も
の
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

え
ら
れ
る
。
豊
元
国
は
こ
の
豊
浦
高
校
を
臨
海
点
景
と
考
え
て
い
る
が
、
釈

蓮
禅
の
詩
に
お
け
る
位
置
関
係
を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
可
能
性
は
高

い
と
い
え
よ
う
。

①
　
中
村
徳
美
『
長
門
国
育
』
文
政
元
二
年
（
下
関
文
書
館
に
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い

　
る
）
。

②
　
　
『
群
出
畳
類
聚
』
第
六
巻
文
筆
部
所
収
。

③
　
近
藤
清
石
『
大
入
洲
雑
誌
』
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
原
典
を
確
認
で
き
ず
、
重
山

　
（
前
掲
一
i
②
）
の
引
用
を
参
照
し
た
。

④
御
園
生
翁
甫
…
『
防
長
地
名
淵
鑑
』
、
一
九
三
一
年
。

⑤
　
阿
月
雅
博
「
天
三
期
築
三
の
長
門
城
に
つ
い
て
の
考
察
」
駒
沢
史
学
一
七
、
一

　
九
七
学
年
。
高
橋
美
久
二
「
古
代
の
山
陽
道
」
『
考
古
学
論
考
』
平
凡
社
、
一
九

　
八
二
年
。

⑥
　
千
田
　
稔
『
埋
れ
た
港
』
学
生
社
、
一
九
七
四
年
、
一
九
六
～
一
九
七
頁
。

⑦
　
水
田
義
一
「
長
門
国
」
藤
岡
謙
二
郎
編
『
古
代
臼
本
の
交
通
路
皿
』
大
弱
堂
、

　
一
九
七
八
年
。

⑧
水
田
、
前
掲
⑦
。
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⑨
水
田
、
前
掲
⑦
。

⑩
『
群
書
類
聚
』
第
｝
五
巻
紀
行
部
所
収
。

＠
　
木
下
　
良
「
近
年
に
お
け
る
古
道
研
究
の
成
果
と
課
題
」
人
文
地
理
四
〇
1
四
、

　
一
九
八
八
年
。

⑫
小
川
信
「
中
世
の
長
門
府
申
と
守
護
館
・
守
護
代
所
」
国
史
学
研
究
ご
一
七
、

　
一
九
八
五
年
。

⑬
『
群
書
類
聚
』
第
一
五
巻
紀
行
部
所
収
。

⑭
　
瀧
川
政
次
郎
「
長
門
の
臨
海
楼
」
古
代
文
化
六
i
一
、
　
九
六
一
年
。

⑮
瀧
川
、
前
掲
⑭
。

⑯
臨
海
館
と
臨
門
駅
を
明
確
に
区
励
す
る
立
場
は
、
御
薗
生
（
前
掲
③
）
や
阿
月

　
（
前
掲
④
の
追
記
）
に
見
ら
れ
、
御
薗
生
は
臨
海
館
を
前
田
、
臨
門
駅
を
赤
間
関

　
に
、
秘
跡
は
臨
海
館
を
豊
浦
高
校
、
幽
門
駅
を
前
田
に
当
て
て
い
る
。

⑰
　
　
『
扶
桑
略
記
』
第
二
四
、
延
暦
一
九
年
＝
一
月
二
四
日
条
。

⑱
木
下
良
「
国
府
の
『
十
字
街
』
に
つ
い
て
」
歴
史
地
理
学
紀
要
一
九
、
一
九

　
七
七
年
目

⑲
　
小
田
山
繭
雄
「
西
日
本
の
施
紬
陶
」
五
島
美
術
館
編
『
日
本
の
三
彩
と
緑
融
』
、

　
一
九
七
四
年
。

⑳
『
延
喜
式
』
年
料
雑
器
条
。

⑳
　
小
田
、
前
掲
⑲
。

＠
小
田
、
前
掲
⑲
。

⑱
　
豊
　
元
国
「
長
門
城
の
所
在
に
つ
い
て
」
広
島
県
立
府
中
高
等
学
校
生
徒
会
地

　
歴
部
編
『
奈
良
時
代
山
誠
の
研
究
隔
、
一
九
六
八
年
。

四
　
畏
門
城
と
軍
団
に
つ
い
て
の
検
討

（一

j
　
長
門
城
の
位
遣

『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
四
年
（
六
六
五
）
秋
八
月
震
に
は
、

　
遺
下
二
達
率
筈
輝
春
初
一
築
申
城
於
長
門
国
加
遣
下
二
達
率
憶
礼
福
留
。
達
率
四

三
福
夫
於
筑
紫
国
一
築
三
大
野
満
満
城
二
型
染

と
あ
り
、
長
門
国
で
は
白
村
江
の
敗
戦
後
、
唐
・
新
羅
の
追
馨
に
備
え
、
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

済
か
ら
の
帰
化
人
三
三
春
初
に
よ
っ
て
城
が
築
か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

長
門
城
は
そ
の
築
誠
者
か
ら
み
て
朝
鮮
式
山
城
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
築
城
地
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
出
土
し
た
古
瓦
を
以
て
長
門
城
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
推
定
し
た
中
村
徳
美
の
前
田
茶
臼
山
説
、
「
唐
櫃
（
カ
ラ
ウ
ト
）
」
を
「
韓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

人
（
カ
ラ
ヒ
ト
）
」
の
転
託
で
あ
る
と
す
る
近
藤
清
石
の
長
府
唐
櫃
山
説
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
が
、
昭
和
以
降
は
山
頂
か
ら
の
眺
望
を
重
視
し
た
火
の
山
篭
、
展
望
が
よ

い
上
に
漫
食
を
受
け
て
山
嚢
が
多
く
、
古
代
山
回
の
条
件
を
一
番
よ
く
備
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
い
る
と
い
う
四
王
司
山
説
な
ど
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
長
門
誠
自

体
に
つ
い
て
は
、
『
属
本
書
紀
』
の
記
事
以
外
に
は
直
接
論
及
し
た
史
料
が

な
い
た
め
、
ど
の
比
定
案
も
決
定
的
な
根
拠
を
欠
い
て
い
る
。

　
一
方
、
倉
住
靖
彦
は
、
『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
四
年
八
月
条
に
お
い
て

筑
紫
国
に
築
い
た
城
は
固
有
名
詞
で
表
記
さ
れ
て
い
る
の
に
、
長
門
国
に
築

い
た
域
は
固
有
名
詞
で
裏
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
長
門
域
は
天
智
四

年
の
段
階
で
築
城
の
方
針
は
決
定
さ
れ
て
い
た
が
、
具
体
的
な
位
置
な
ど
は
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未
決
定
で
あ
っ
た
と
し
、
他
に
築
誠
を
う
か
が
わ
せ
る
確
実
な
史
料
が
な
い

こ
と
や
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
長
門
城
の
存
在
そ
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
も
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
史
料
上

の
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
白
村
江
で
の
敗
戦
以
降
、
北
九
州
か
ら
瀬
戸
内
海

沿
岸
、
大
和
国
に
至
る
ま
で
各
地
に
山
城
が
築
か
れ
、
国
防
体
制
が
強
化
さ

れ
て
い
っ
た
状
況
に
あ
っ
て
、
瀬
戸
内
海
の
入
口
と
い
う
要
衝
で
あ
る
長
門

国
に
山
城
が
築
か
れ
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
筆
者
は
、
少
な
く
と
も
天
智
天
皇
四
年
八
月
以
降
、
長
門
城
は
築
城
さ

れ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
そ
れ
で
は
、
長
門
城
は
ど
こ
に
比
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
五
月
二
六
日
条
か
ら
は
、
新

羅
を
調
伏
す
る
た
め
に
四
天
王
像
五
鋪
を
造
り
、
各
一
半
を
伯
替
・
出
雲
・

石
見
・
隠
岐
・
長
門
に
下
し
、
地
勢
高
く
賊
境
を
見
渡
せ
る
地
に
道
場
を
建

て
さ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
現
在
で
も
四
王
司
山
の
山
頂
に
は
毘
沙
門
堂

が
あ
る
が
、
『
三
代
実
録
』
中
に
あ
る
こ
の
長
門
に
下
さ
れ
た
四
天
王
像
を

祀
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
四
王
司
山
」
と
い
う
名
称
も
、
こ
の
毘
沙
門

堂
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
大
宰
府
に
隣
接
し
て
築
城
さ
れ
た
大
野
城
に
お
い
て
も
、
宝
亀
五

年
（
七
七
四
）
に
新
羅
に
対
抗
す
る
た
め
に
山
上
に
四
天
王
像
が
祀
ら
れ
て

　
⑦

い
た
。
そ
し
て
大
野
城
は
別
名
「
四
王
寺
山
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
と
、
前
述
の
よ
う
に
四
王
司
山
が
朝
鮮
式
山
城
の
条
件
を
一
番

よ
く
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
乙
益
重
隆
は
四
王
司
山
を
長
門
城
に
比
定
す

　
⑧

る
が
、
筆
者
も
同
様
に
そ
の
可
能
性
は
高
い
と
考
え
て
い
る
。

　
（
二
）
　
豊
浦
団
の
所
在
地

　
長
門
国
に
置
か
れ
た
軍
団
の
名
称
は
、
前
掲
の
史
料
、
貞
観
一
一
年
（
八

六
九
）
九
月
二
七
日
太
政
官
符
か
ら
「
豊
浦
団
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
源
平
合
戦
で
名
高
い
「
壇
の
浦
」
は
、
元
来
長
府
沖
か
ら
赤
蕪
関
下
ま

で
の
広
い
範
囲
を
指
す
呼
称
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
壇
の
浦
」
と
は
「
団

の
浦
」
で
あ
り
、
こ
の
地
に
軍
団
が
置
か
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
考

　
　
　
　
　
⑨

え
ら
れ
て
い
る
。
阿
月
雅
博
は
、
大
宰
府
で
は
府
庁
域
の
北
西
よ
り
の
畑
地

か
ら
「
御
笠
軍
団
印
」
が
発
見
さ
れ
、
こ
こ
が
軍
団
肚
と
考
え
ら
て
い
る
こ

と
、
讃
岐
国
の
屋
等
量
で
は
東
麓
の
「
檀
の
浦
」
に
山
田
軍
団
、
城
山
城
で

は
府
中
に
阿
野
軍
団
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
城
塞
の
築
か

れ
た
山
の
麓
に
軍
団
が
置
か
れ
て
い
る
の
が
共
通
点
で
あ
る
と
指
摘
し
、
長

門
城
を
火
の
山
に
比
定
し
た
上
で
、
豊
浦
団
の
所
在
地
を
火
の
山
西
麓
の
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

壇
の
浦
（
現
み
も
す
そ
川
町
）
に
想
定
し
た
。

　
し
か
し
、
阿
月
の
豊
浦
団
所
在
地
比
定
の
根
拠
と
し
た
火
の
山
西
麓
の
「
壇

の
浦
」
地
名
は
、
こ
の
地
に
軍
団
が
置
か
れ
た
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の

地
の
前
面
に
広
が
る
海
面
の
「
壇
の
浦
」
と
い
う
呼
称
に
由
来
す
る
近
世
以
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降
の
地
名
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
長
門
城
の
位
置
に
つ
い
て

も
火
の
山
よ
り
も
四
王
司
山
に
比
定
さ
れ
る
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
豊
浦
団
の
所
在
地
に
つ
い
て
も
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
遠
図
が
指
摘
し
た
、
城
塞
の
築
か
れ
た
山
の
麓
に
軍
団
が
置
か
れ

た
と
い
う
大
宰
府
と
讃
岐
国
の
共
通
点
は
、
豊
浦
団
の
所
在
地
を
推
定
す
る

際
に
も
留
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
長
門
国
の
場
合
、
四
王
司
山
に
比

定
し
た
長
門
城
と
長
門
国
府
と
の
位
置
関
係
が
、
大
宰
府
と
大
野
城
、
讃
岐

国
府
と
城
山
城
と
の
位
置
関
係
に
類
似
す
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
宰
府
や
讃
岐
国
府
と
同
様
に
長
門
国
で
も
国
鰐
付
近

に
軍
団
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
実
際
、
長
府
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

前
述
の
よ
う
な
「
三
具
川
」
「
壇
の
上
」
「
五
百
壇
」
と
い
っ
た
地
名
が
存
在

し
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
こ
の
地
に
置
か
れ
た
豊
浦
団
に
因
む
も
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
豊
浦
団
は
長
府
市
街
南
部
の
壇
三
川
付

近
一
帯
に
置
か
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。

　
①
　
な
お
『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
九
年
春
二
月
条
に
は
「
再
築
二
長
門
域
一
、
筑
紫

　
　
城
二
欄
」
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
同
四
年
秋
八
月
条
に
見

　
　
え
る
誠
と
は
別
の
城
を
指
す
と
い
う
見
解
と
、
同
条
に
見
え
る
城
の
重
嵐
と
す
る

　
　
見
解
が
あ
り
、
評
価
は
定
ま
っ
て
い
な
い
。

　
②
　
中
村
、
前
掲
三
1
①
。

　
③
近
藤
清
石
『
國
史
所
見
防
長
事
考
』
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
原
典
を
確
認
で
き
ず
、

　
　
重
山
（
前
掲
一
1
②
）
の
引
用
を
参
照
し
た
。

　
④
　
豊
、
前
掲
一
点
ー
㊥
。
阿
月
、
前
掲
三
－
④
。
お
よ
び
高
橋
識
一
「
古
代
山
城
の

　
歴
史
地
理
」
人
文
地
理
二
四
－
五
、
一
九
七
二
年
な
ど
。

⑤
　
小
野
忠
熈
『
山
口
県
の
考
古
学
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
三
八
四
頁
。

⑥
倉
住
靖
彦
「
い
わ
ゆ
る
長
門
誠
に
つ
い
て
」
山
口
梁
史
研
究
二
、
一
九
九
四
年
。

⑦
　
『
類
聚
三
代
格
』
所
収
宝
砲
五
年
三
月
三
日
太
政
官
符
。

⑧
　
乙
益
重
隆
「
ま
ぼ
ろ
し
の
長
門
城
」
栃
木
史
学
二
、
｝
九
八
八
年
。

⑨
　
雪
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
、
一
九
〇
〇
年
。
お
よ
び
御
薗
生
、
前
掲
三
一

　
③
な
ど
。

⑩
　
阿
月
、
前
掲
三
1
④
。

⑪
　
こ
の
場
合
、
五
百
と
い
う
数
が
延
暦
二
一
年
に
長
門
国
に
軍
糧
が
復
置
さ
れ
た

　
際
の
兵
士
数
と
一
致
す
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

五
　
ま
　
　
と
　
　
め

　
小
稿
は
、
こ
れ
ま
で
個
々
の
施
設
に
対
す
る
関
心
か
ら
論
じ
ら
れ
る
傾
向

に
あ
っ
た
長
門
国
府
周
辺
に
お
け
る
諸
施
設
の
位
置
に
つ
い
て
、
施
設
自
体

の
性
格
や
他
の
施
設
と
の
関
連
性
を
考
慮
し
て
、
全
体
的
な
考
察
を
試
み
た
。

こ
の
考
察
の
結
果
は
第
4
図
の
通
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
交
通
面
に
お
け
る
長
門
関
と
臨
門
駅
お
よ
び
山
陽
道
駅
路
と

の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
既
に
本
論
で
触
れ
た
が
、
長
門
関
お
よ
び
門
司
関

と
長
門
城
と
の
軍
事
面
に
お
け
る
関
連
性
は
、
本
論
中
で
充
分
論
ず
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
て

お
き
た
い
。

　
阿
月
雅
博
は
長
門
誠
を
中
心
に
、
長
門
國
に
お
け
る
律
令
制
下
の
諸
機
関
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の
位
置
比
定
と
連
帯
性
の
考
察
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
長
門
圏
に
お

い
て
は
「
境
界
（
こ
の
場
合
、
長
門
関
と
門
司
関
の
間
の
境
界
で
は
な
く
、

両
関
を
結
ぶ
国
防
上
の
対
外
的
境
界
）
に
対
し
て
赤
間
関
（
小
稿
で
い
う
と

こ
ろ
の
長
門
関
）
・
門
司
関
一
豊
浦
団
推
定
地

（
火
の
山
）
一
長
門
国
府
」
の
順
に
配
置
さ
れ
、

造
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
構
造
は
、第4図　長門国府周辺諸施設の位置

（
火
の
山
西
南
麓
）
・
長
門
城

こ
れ
ら
を
山
陽
道
が
結
ぶ
構

京
に
近
い
方
か
ら
「
境
界
一

関
－
軍
団
（
国
府
）
」
と
官
道

に
沿
っ
て
配
列
さ
れ
る
三
関

国
の
構
造
と
は
、
窟
に
対
す

る
配
列
を
逆
に
し
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
小
稿
に
お
け
る
長
門
国
府

周
辺
の
諸
施
設
の
比
定
結
果

は
、
長
門
城
・
豊
浦
団
・
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
②

門
駅
・
山
陽
道
ル
ー
ト
に
関

し
て
阿
月
案
と
は
全
く
異
な

る
も
の
で
あ
る
が
、
三
関
国

に
お
け
る
配
列
を
京
に
対
し

て
逆
に
し
た
と
い
う
基
本
的

な
配
列
の
構
造
は
、
小
稿
の

結
果
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
し
か
し
、
長
門
城
が
四

王
司
山
で
あ
る
場
合
、
長
門
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城
は
長
門
国
府
の
背
後
に
控
え
る
国
府
か
ら
の
逃
げ
込
み
域
的
な
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
り
、
次
の
よ
う
な
事
も
指
摘
で
き
る
。

　
そ
れ
は
、
長
門
国
に
お
け
る
「
長
門
関
・
門
司
関
－
国
府
・
豊
浦
団
－
長

門
誠
」
と
い
う
配
列
に
、
大
宰
府
の
「
水
城
一
大
宰
府
・
軍
団
一
大
野
域
」

と
類
似
す
る
機
能
的
連
関
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
外
敵
に
対
す
る
防
御
線
一
政
庁
お
よ
び
官
衙
・
軍
団
一
有
事

　
　
　
　
　
　
　
③

の
際
の
逃
げ
込
み
城
」
と
い
う
機
能
的
連
関
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
陸
の
窓
口

と
し
て
の
大
宰
府
と
対
外
軍
事
的
な
拠
点
・
「
黒
丸
薦
門
」
と
し
て
の
長
門

属
府
周
辺
の
共
通
点
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
長
門
城
が
四
王
司
山
に
築
か
れ
た

と
す
る
場
合
の
こ
と
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
長
門
城
に
つ
い
て
は
史
料
的

な
限
界
や
遺
跡
が
乗
発
見
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
可
能
性
の
域
に
留
ま
る
。
も

っ
と
も
こ
れ
は
長
門
城
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
長
門
圏
府
周
辺
の
諸
施

設
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
特
定
で
き
る
よ
う
な
遺
物
・
遺
構
の
発
見
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
小
稿
で
は
現
在
且
に
し
う
る
史
料
・
遺
物
な
ど

か
ら
、
長
門
国
府
周
辺
の
諸
施
設
に
つ
い
て
、
で
き
る
限
り
整
合
的
な
解
釈

を
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
憶
測
で
補
わ
ざ
る
を
得
な
い
箇
所
も
あ
っ
た

た
め
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
一
試
論
に
過
ぎ
な
い
。
今
回
論
じ
残
し
た
点
－
前

田
茶
臼
山
か
ら
出
土
し
た
と
い
わ
れ
る
国
府
系
瓦
の
解
釈
一
や
憶
測
で
補
っ

た
点
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
検
討
は
、
将
来
的
な
発
掘
成
果
の
増
加
を
期
待

し
て
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

　
①
葉
月
、
前
掲
三
1
④
。

　
②
　
阿
月
案
で
は
、
軍
門
駅
は
前
田
に
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
火

　
　
の
山
の
麓
を
　
仏
っ
て
赤
間
関
に
至
る
山
陽
道
ル
ー
ト
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
③
朝
鮮
式
出
城
の
機
能
は
敵
襲
に
際
し
て
都
道
の
住
民
が
逃
避
し
、
こ
れ
に
拠
っ

　
　
て
防
戦
す
る
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
大
類
伸
『
域
郭
の
研
究
』
、
｝
九
三
八
年
、

　
　
一
九
頁
）
ま
た
、
倉
佐
も
大
野
域
築
城
の
第
｝
義
的
な
目
的
を
、
有
事
の
際
の
「
逃

　
　
げ
込
み
城
」
の
確
保
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
（
倉
住
靖
彦
「
大
野
城
司

　
　
考
」
九
州
大
学
国
史
学
研
究
室
編
『
古
代
中
世
論
集
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇

　
　
年
）

　
（
付
記
）

　
　
現
地
に
お
い
て
は
、
下
関
帯
教
育
委
員
会
文
化
課
の
大
濃
博
之
氏
、
下
関
市
立
長

　
府
博
物
館
の
町
田
一
仁
玩
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
に
お
撚
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し

　
て
深
く
感
謝
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
±
筋
覚
　
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
乗
寿
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